
JP 2015-202425 A 2015.11.16

(57)【要約】
【課題】捕集能に優れ、フィルター寿命の向上を図った
微粒子捕集装置の提供を目的とする。
【解決手段】微粒子を含有する気体をフィルター層に通
過させる手段と、当該フィルター層を気体の通過方向と
交差する方向に移動制御するための移動制御手段とを備
えたことを特徴とする。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　微粒子を含有する気体をフィルター層に通過させる手段と、当該フィルター層を気体の
通過方向と交差する方向に移動制御するための移動制御手段とを備えたことを特徴とする
微粒子捕集装置。
【請求項２】
　前記フィルター層の移動制御手段はフィルター層を回転制御するための回転制御手段で
あることを特徴とする請求項１記載の微粒子捕集装置。
【請求項３】
　前記フィルター層は内壁と外壁との間にフィルターを充填した筒体であって、
前記回転制御手段は筒体を当該筒体の中心軸廻りに回転制御したものであることを特徴と
する請求項２記載の微粒子捕集装置。
【請求項４】
　前記フィルター層は円盤状であり、前記回転制御手段は当該円盤中心を軸廻りに回転制
御したものであることを特徴とする請求項２記載の微粒子捕集装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は粒子状物質（Particulate Matter）の捕集装置に関し、特に例えばＰＭ２．５
の大部分を占めるサブミクロンオーダーの微小粒子状物質（微粒子）の捕集に効果的であ
る捕集装置に係る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、大気中に浮遊する微粒子のうち、粒子径が概ね２．５μｍ以下（粒子径２．５μ
ｍで５０％の捕集効率を持つ分粒装置を透過する微粒子）のものをＰＭ２．５と称し、健
康への悪影響が心配されている。
　また、産業界では各種排ガス中の微粒子の捕集が問題となっている。
　気体中に浮遊する粒子状物質をフィルターを用いて集塵（捕集）する場合に従来は、気
体の流路を遮るように対立させたフィルターを配置するものが一般的であった。
　しかし、フィルターでは０．１～１μｍのサブミクロン粒子が最も捕れにくいこと、ま
た、フィルターに粒子が捕集されるに伴い圧力損失が増加して通気風量が減少することか
ら、フィルターの捕集能が低下してしまう問題があった。
　このような理由から、これまでにサブミクロンオーダーの微粒子を連続的かつ効率的に
捕集できるフィルターは希少であった。
【０００３】
　例えば特許文献１には、エンボス突起部の形成によりジグザグ形状を保持したエアフィ
ルターを開示する。
　これは捕集部の面積拡大により圧力損失の低下の低減を図ったものであるが、その効果
は限定的である。
　特許文献２には、分離円板を用いて気体を回転させる場合に粒子に加湿し、回転部材の
表面に粒子が付着するのを防止した気体の浄化方法を開示するが、加湿装置が必要である
こと及び捕集できる粒子は比較的径の大きいものに限られる問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第５３３３５５０号公報
【特許文献２】特許第５１０２３６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　本発明は捕集能に優れ、フィルター寿命の向上を図った微粒子捕集装置の提供を目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る微粒子捕集装置は、微粒子を含有する気体をフィルター層に通過させる手
段と、当該フィルター層を気体の通過方向と交差する方向に移動制御するための移動制御
手段とを備えたことを特徴とする。
　ここで、気体をフィルター層に通過させる手段とは、フィルター層に向けて送風機で気
体を送り込むもの、及び逆にフィルター層の後方に吸引装置を配置して気体をフィルター
側に吸引する場合等、その手段に制限がない趣旨である。
　本発明においてフィルター層を気体の通過方向と交差する方向に移動制御させたのは、
従来は微粒子が気体の流路に沿って流れてくるのをフィルター側が単に待ち受けている考
えであったのに対して、本発明はフィルター側が積極的に微粒子の捕集に向けて動くとい
う発想の転換を図った趣旨である。
　よって、フィルター層の移動方向は必ずしも気体の流路と直交する方向には限らず、斜
めに交差する方向でもよい。
　このようにフィルター層が積極的に動くことで微粒子の慣性効果による捕集能、微粒子
の拡散効果による捕集能、及び遮り効果による捕集能が増強される。
【０００７】
　フィルター層の移動制御手段としては並進移動でもよいが、装置のコンパクト化，捕集
した微粒子の回収の容易の観点からは、フィルター層の移動制御手段はフィルター層を回
転制御するための回転制御手段であってよい。
　例えば、フィルター層は内壁と外壁との間にフィルターを充填した筒体であって、前記
回転制御手段は筒体を当該筒体の中心軸廻りに回転制御したものや、フィルター層は円盤
状であり、前記回転制御手段は当該円盤中心を軸廻りに回転制御したものが例として挙げ
られる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係る微粒子捕集装置にあっては、気体の流路とは交差する方向にフィルター層
が移動するのでフィルターの捕集能が向上し、例えばフィルター層を回転させると捕集さ
れた微粒子が凝集し、大きくなるとそれに作用する遠心力が大きくなり、フィルターの外
側からこの凝集した粒子を回収でき、フィルターの寿命の向上を図ることができる。
　また、本発明に係る捕集装置の捕集対象物は固体の微粒子のみならず、液体状の微粒子
にも適用される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】筒状の回転フィルターの例を示す。
【図２】円盤状の回転フィルターの例を示す。
【図３】シミュレーション結果をグラフに示す。（ａ）は回転数と捕集効率、（ｂ）はフ
ィルター層の厚みと捕集効率との関係を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明に係る微粒子の捕集装置１０の模式図を図１に示し、捕集効率Ｅのシミュレーシ
ョン結果を図３に示す。
　円筒型の筒状回転フィルターを用いてシミュレーションしたので説明する。
　入力したデータは次のとおりである。
＜空気物性＞
・空気密度ρｆ：１．２［ｋｇ／ｍ３］
・空気粘度μ：１．８１×１０－５［Ｐａ・ｓ］
＜フィルター＞
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・フィルター層１１の繊維径　ｄｆ：１０［μｍ］
・充填率　α：０．０５
・内壁１１ａの半径　Ｒ１：３［ｍｍ］
・外壁１１ｂの半径　Ｒ２：２５，３０，４０［ｍｍ］
・気体の流量　Ｑ：１０［リットル／ｍｉｎ］
・フィルターの長さ　Ｌ：５０［ｍｍ］
＜粒子物性＞
・密度　ρ：１０００［ｋｇ／ｍ３］
＜捕集効率＞
　捕集効率Ｅ（％）は、下記の式で求められる。
　Ｅ＝１－ｅｘｐ［－４／π・α／（１－α）・Ｌ／ｄｆ・Ｖｒ／ｕ］
　ここで、Ｖｒは遠心沈降速度，ｕは空塔速度を示す。
　また、Ｖｒ＝Ｖｔ（ｒω２／ｇ）＝ＶｔＺｃで求められ、Ｖｔは終速沈降速度，ωは角
速度，Ｚｃは遠心係数で（Ｒ１＋Ｒ２）／２で求まる。
　上記の条件で計算したシミュレーション結果を図３のグラフに示す。
　（ａ）はフィルターの回転数を５００，１０００，１５００ｒｐｍに変化させたもので
あり、（ｂ）はＲ２の半径が２５，３０，４０ｍｍのものである。
　この結果から、Ｒ２＝３０で１５００ｒｐｍの回転の場合に粒子径１μｍレベルのもの
が殆ど捕集でき、１０００ｒｐｍの回転の場合にＲ２＝４０ｍｍで同様の捕集効率が認め
られた。
【００１１】
　図２に本発明に係る捕集装置の第２の実施例を示す。
　フィルター層１１は、円盤状になっていて回転軸１２にてモーター１５により回転する
。
　本実施例は、吸引ファン１３にて気体を吸引する例になっている。
　フィルター層１１に捕集された微粒子は凝集し、遠心力にて外側に設けた回収室１４に
排出される。
【符号の説明】
【００１２】
１０　　　捕集装置
１１　　　フィルター層
１１ａ　　内壁
１１ｂ　　外壁
１２　　　回転軸
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【図１】

【図２】

【図３】
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